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社会保険労務士法人 作 道 事 務 所 
労働保険事務組合 栃木労務管理協会 

TEL 0285-23-6172  FAX 0285-23-7279 

ホームページ  https://www.sabg.jp 

メールアドレス  slm_info@sabg.co.jp 

6 月 1 日より「職場の熱中症対策」が罰則付きで義務化されます 

令和 6 年度確定 ・ 令和 7 年度概算   
 

労 働 保 険 料 申 告 に つ い て 

申告期限は  ６月 2 日～７月 1 0 日 

当事務組合の保険料納入の期日は 次の通りです  
 

第 １ 期 令和 7年  ６ 月２０日まで 

第 ２ 期 令和 7年１０月２0 日まで 

第 ３ 期 令和 8年  １ 月２０日まで 
1 期目の労働保険納入通知書は 5 月下旬を目途に順次発送いたします。 

労働保険料を算出するための下記の資料を当事務所へ提出していない場合

は、早急にご送付いただきますようご協力をお願いします。 

★令和 6年 4 月～令和 7 年 3 月までの賃金台帳 

★令和 6年 4 月～令和 7 年 3 月までに完成した元請工事の書出し（建設業者様） 

職場での熱中症による死傷者数が増加していることを受け、企業に対して具体的な熱

中症対策を講じることが義務付けられます。（2025 年 6 月 1 日施行） 

【厚生労働省資料】 

対象作業 
WBGT（暑さ指数）28 又は気温 31 度以上の環境下で連続１時間以上又は１日４時間

以上の実施」が見込まれる作業が対象となります。 

実施すべき対策 

1 体制整備 

熱中症を生ずるおそれがある作業を行う際に①熱中症の自覚症状がある労働者②

熱中症のおそれがある労働者を見つけた者が報告するための体制を定め関係作業

者に対して周知すること。 

2 手順作成 

熱中症を生じる恐れの作業を行う際に①作業からの離脱②身体の冷却③医療機関

への搬送等④事業場における緊急連絡網等、熱中症の症状の悪化を防止するため

に必要な措置に関する作業手順を事業所ごとに定め、関係作業者に対して周知す

ること。 
 

義務化された熱中症対策を怠った場合、６ヶ月以下の懲役又は 50 万円以下

の罰金が科せられることがあります。 

「賃上げ」・「設備投資」に使える 3つの助成金制度をご紹介 

 

【業務改善助成金】 

中小企業が事業場内最低賃金を 30 円以上引き上げ、生産性向上のための設備投

資を行う場合、最大 600 万円が助成されます。対象は、事業場内最低賃金と地

域別最低賃金の差が 50円以内の事業場です。 
 

【キャリアアップ助成金】 

非正規雇用の方を正社員等に転換した場合、1 人あたり 40 万円（制度を新たに

規定した場合は 60 万円）が支給されます。就業規則等に基づく制度の整備が必

要です。 
 

【働き方改革推進支援助成金】 

労働時間の削減や有給取得促進などに取り組む中小企業に対し、導入した設備・

機器等の費用の一部を助成します。 
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